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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月29日(2016.11.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前方を撮像手段により撮像した撮像画像に基づいて前方に存在する認識対象物を認識す
る対象物認識装置において、
　前記撮像画像から複数の認識領域を検出する認識領域検出手段と、
　該認識領域検出手段によって検出された前記認識領域に対して、認識対象物の画像が存
在している可能性の度合いを示す認識重みを設定する認識重み設定手段と、
　該認識重み設定手段によって前記認識領域に対して設定された認識重みに基づいて、前
記認識領域における認識対象物の認識を行う認識対象物認識手段と
　を有することを特徴とする対象物認識装置。
【請求項２】
　請求項１記載の対象物認識装置において、
　前記撮像手段に、ステレオ画像を取得するステレオ撮像手段を用い、前記ステレオ画像
の左右両方の撮像画像に基づいて撮像画像の視差値を計算する視差値計算手段を有し、
　前記認識領域検出手段は、前記視差値計算手段によって計算された視差値を画素値とし
た視差画像又は輝度画像に基づいて複数の認識領域を検出することを特徴とする対象物認
識装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の対象物認識装置において、
　前記認識領域検出手段は、前記視差値計算手段によって計算された前記撮像画像の視差
値を用い、前記撮像画像の各高さにおける頻度値分布に基づいて、前記認識領域を検出す
ることを特徴とする対象物認識装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の対象物認識装置において、
　前記認識重み設定手段は、前記認識領域検出手段によって検出された前記認識領域のう
ちの路面に相当する路面領域を重点認識領域として最も重い認識重みを設定することを特
徴とする対象物認識装置。



(2) JP 2014-211855 A5 2017.1.12

【請求項５】
　請求項１～３のいずれかに記載の対象物認識装置において、
　前記認識重み設定手段は、前記認識領域検出手段によって検出された前記認識領域のう
ちの路面に相当する路面領域の片側又は両側にある歩道領域又は両側帯領域を重点認識領
域として最も重い認識重みを設定することを特徴とする対象物認識装置。
【請求項６】
　請求項１～３のいずれかに記載の対象物認識装置において、
　前記認識重み設定手段は、前記認識領域検出手段によって検出された前記認識領域のう
ちの路面に相当する路面領域上であって、かつ、前方の所定の距離における範囲を重点認
識領域として最も重い認識重みを設定することを特徴とする対象物認識装置。
【請求項７】
　前方を撮像手段によって撮像した撮像画像に基づいて前方に存在する認識対象物を認識
する対象物認識方法において、
　前記撮像画像から複数の認識領域を検出する認識領域検出工程と、
　該認識領域検出工程において検出された前記認識領域に対して、認識対象物の画像が存
在している可能性の度合いを示す認識重みを設定する認識重み設定工程と、
　該認識重み設定工程において前記認識領域に対して設定された認識重みに基づいて、前
記認識領域における認識対象物の認識を行う認識対象物認識工程と
　を有することを特徴とする対象物認識方法。
【請求項８】
　請求項７記載の対象物認識方法において、
　前記撮像手段に、ステレオ画像を取得するステレオ撮像手段を用い、前記ステレオ画像
の左右両方の撮像画像に基づいて撮像画像の視差値を計算する視差値計算工程を有し、
　前記認識領域検出工程では、前記視差値計算工程において計算された視差値を画素値と
した視差画像又は輝度画像に基づいて複数の認識領域を検出することを特徴とする対象物
認識方法。
【請求項９】
　前方を撮像手段によって撮像した撮像画像に基づいて前方に存在する認識対象物を認識
する工程をコンピュータによって実行させるための対象物認識用プログラムにおいて、
　前記撮像画像から複数の認識領域を検出する認識領域検出工程と、
　該認識領域検出工程において検出された前記認識領域に対して、認識対象物の画像が存
在している可能性の度合いを示す認識重みを設定する認識重み設定工程と、
　該認識重み設定工程において前記認識領域に対して設定された認識重みに基づいて、前
記認識領域における認識対象物の認識を行う認識対象物認識工程と
　を前記コンピュータに実行させることを特徴とする対象物認識用プログラム。
【請求項１０】
　請求項９記載の対象物認識用プログラムにおいて、
　前記撮像手段に、ステレオ画像を取得するステレオ撮像手段を用い、前記ステレオ画像
の左右両方の撮像画像に基づいて撮像画像の視差値を計算する視差値計算工程を前記コン
ピュータに実行させ、
　前記認識領域検出工程では、前記視差値計算工程において計算された視差値を画素値と
した視差画像又は輝度画像に基づいて複数の認識領域を検出することを特徴とする対象物
認識用プログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　以上に説明したものは一例であり、本発明は、次の態様毎に特有の効果を奏する。
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（態様１）
　前方を撮像手段によって撮像した撮像画像に基づいて前方に存在する認識対象物を認識
する対象物認識装置において、撮像画像から複数の認識領域を検出する認識領域検出手段
と、該認識領域検出手段によって検出された認識領域に対して、認識対象物の画像が存在
している可能性の度合いを示す認識重みを設定する認識重み設定手段と、該認識重み設定
手段によって認識領域に対して設定された認識重みに基づいて、認識領域における認識対
象物の認識を行う認識対象物認識手段とを有する。これによれば、上記実施形態について
説明したように、認識対象物の画像が存在している可能性の度合いを示す認識重みに基づ
いて、認識対象物の画像に類似した物体の画像が存在する画像領域に対し認識対象物の認
識処理が行われたとき、物体の画像は認識対象物の画像であると一旦は認識される。しか
し、例えば認識対象物の画像が存在している可能性の度合いが低い認識重みが設定された
画像領域内にある画像は、認識対象物の画像ではない可能性がある。この場合は、誤認識
の発生を抑制することに鑑み、当該物体の画像は認識対象物の画像ではないという認識結
果を出力する。これにより、認識対象物の画像に類似した物体の画像を認識対象物の画像
であると認識してしまうような誤認識の発生を抑制することができる。
（態様２）
　（態様１）において、撮像手段に、ステレオ画像を取得するステレオ撮像手段を用い、
ステレオ画像の左右両方の撮像画像に基づいて撮像画像の視差値を計算する視差値計算手
段とを有し、認識領域検出手段は、視差値計算手段によって計算された視差値を画素値と
した視差画像又は輝度画像に基づいて複数の認識領域を検出する。これによれば、上記実
施形態について説明したように、視差画像演算手段によってステレオ画像の左右両方の画
像に基づいて撮像画像の視差値を計算する。路面領域検出手段では、視差値計算手段によ
って計算された視差値を含む視差画像又は輝度画像に基づいて画面領域を検出する。例え
ば、視差値計算手段によって計算した撮像画面の視差を画面の横方向に積算した横ライン
視差ヒストグラムで表す視差分布情報を取得する。その視差分布情報から特定される横ラ
イン視差ヒストグラム上の画素分布を既存技術の最小二乗法やハフ（Ｈｏｕｇｈ）変換法
により直線近似する処理を行う。これにより得られる近似直線は、視差画像の下部に対応
する横ライン視差分布の下部において、画像上方へ向かうほど視差値が小さくなるような
傾きをもった直線となる。すなわち、この近似直線上に又はその近傍に分布する画素は、
視差画像上の横ラインにおいてほぼ同一距離に存在して最も占有率が高く、かつ、画像上
方へ向かうほど距離が連続的に遠くなる対象を映し出した画素であると言える。したがっ
て、視差値計算手段から出力される横ラインの視差分布情報から特定される、上述した横
ライン視差分布上の近似直線上に又はその近傍に分布する画素は、路面領域を構成する画
素が持つ特徴に合致する。よって、近似直線上に又はその近傍に分布する画素は、高い精
度で、路面領域を構成する画素であると推定できる。そして、路面領域の片側又は両側に
分布する画素は、ガードレールや縁石などの両側帯領域又は歩道領域を構成する画素が持
つ特徴に合致することから両側帯領域又は歩道領域を構成する画素であると推定される。
両側帯領域又は歩道領域に隣接して分布する画素は、住宅やビルが立ち並ぶ市街地などの
背景領域を構成する画素が持つ特徴に合致することから背景領域を構成する画素であると
推定される。そして、認識領域検出手段によって、視差値計算手段によって計算された視
差値を含む視差画像又は輝度画像に基づいて複数の認識領域を検出する。これにより、認
識対象物に類似している物体の画像を認識対象物の画像と認識してしまうような誤認識の
発生は減る。
（態様３）
　（態様２）において、認識領域検出手段は、視差値計算手段によって計算された撮像画
像の視差値を用い、撮像画像の各高さにおける頻度値分布に基づいて、認識領域を検出す
る。これによれば、上記実施形態について説明したように、認識対象物に類似している物
体の画像を高い精度で検出することができる。
（態様４）
　（態様１）～（態様３）のいずれかにおいて、認識重み設定手段は、認識領域検出手段



(4) JP 2014-211855 A5 2017.1.12

によって検出された認識領域のうちの路面に相当する路面領域を重点認識領域として最も
重い認識重みを設定する。これによれば、上記実施形態の変形例１について説明したよう
に、認識対象物認識部２０６によって、路面領域の認識候補領域の認識対象物である車両
や歩行者の画像に対して認識処理を行うだけでよい。この結果、誤認識の発生を抑制でき
る。
（態様５）
　（態様１）～（態様３）のいずれかにおいて、認識重み設定手段は、認識領域検出手段
によって検出された認識領域のうちの路面に相当する路面領域の片側又は両側にある歩道
領域又は両側帯領域を重点認識領域として最も重い認識重みを設定する。これによれば、
上記実施形態の変形例１について説明したように、認識対象物認識部２０６によって、歩
道領域又は両側帯領域の認識候補領域の認識対象物である歩行者の画像に対して認識処理
を行うだけでよい。この場合歩行者の路上へ飛び出しを運転手に警報することができる。
（態様６）
　（態様１）～（態様３）のいずれかにおいて、認識重み設定手段は、認識領域検出手段
によって検出された認識領域のうちの路面に相当する路面領域上であって、かつ、前方の
所定の距離における範囲を重点認識領域として最も重い認識重みを設定する。これによれ
ば、上記実施形態の変形例２について説明したように、認識対象物認識部１０６は、衝突
し易い領域の認識候補領域の認識対象物である車両や歩行者の画像に対して認識処理を行
うだけでよい。この結果、誤認識の発生を抑制できる。
（態様７）
　前方を撮像手段によって撮像した撮像画像に基づいて前方に存在する認識対象物を認識
する対象物認識方法において、撮像画像から複数の認識領域を検出する認識領域検出工程
と、該認識領域検出工程において検出された認識領域に対して、認識対象物の画像が存在
している可能性の度合いを示す認識重みを設定する認識重み設定工程と、該認識重み設定
工程において認識領域に対して設定された認識重みに基づいて、認識領域における認識対
象物の認識を行う認識対象物認識工程とを有する。これによれば、上記実施形態について
説明したように、誤認識の発生を抑制できる。
（態様８）
　（態様７）において、撮像手段に、ステレオ画像を取得するステレオ撮像手段を用い、
ステレオ画像の左右両方の撮像画像に基づいて撮像画像の視差値を計算する視差値計算工
程を有し、認識領域検出工程では、視差値計算工程において計算された視差値を画素値と
した視差画像又は輝度画像に基づいて複数の認識領域を検出する。これによれば、上記実
施形態について説明したように、認識対象物に類似している物体の画像を認識対象物の画
像と認識してしまうような誤認識の発生は減る。
（態様９）
　前方を撮像手段によって撮像した撮像画像に基づいて前方に存在する認識対象物を認識
する工程をコンピュータによって実行させるための対象物認識用プログラムにおいて、撮
像画像から複数の認識領域を検出する認識領域検出工程と、該認識領域検出工程において
検出された認識領域に対して、認識対象物の画像が存在している可能性の度合いを示す認
識重みを設定する認識重み設定工程と、該認識重み設定工程において認識領域に対して設
定された認識重みに基づいて、認識領域における認識対象物の認識を行う認識対象物認識
工程とをコンピュータに実行させる。これによれば、上記実施形態について説明したよう
に、誤認識の発生を抑制できる。このプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に記録さ
れた状態で配布したり、入手したりすることができる。また、このプログラムを乗せ、所
定の送信装置により送信された信号を、公衆電話回線や専用線、その他の通信網等の伝送
媒体を介して配信したり、受信したりすることでも、配布、入手が可能である。この配信
の際、伝送媒体中には、コンピュータプログラムの少なくとも一部が伝送されていればよ
い。すなわち、コンピュータプログラムを構成するすべてのデータが、一時に伝送媒体上
に存在している必要はない。このプログラムを乗せた信号とは、コンピュータプログラム
を含む所定の搬送波に具現化されたコンピュータデータ信号である。また、所定の送信装
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置からコンピュータプログラムを送信する送信方法には、プログラムを構成するデータを
連続的に送信する場合も、断続的に送信する場合も含まれる。
（態様１０）
　（態様９）において、撮像手段に、ステレオ画像を取得するステレオ撮像手段を用い、
ステレオ画像の左右両方の撮像画像に基づいて撮像画像の視差値を計算する視差値計算工
程をコンピュータに実行させ、認識領域検出工程では、視差値計算工程において計算され
た視差値を画素値とした視差画像又は輝度画像に基づいて複数の認識領域を検出する。こ
れによれば、上記実施形態について説明したように、認識対象物に類似している物体の画
像を認識対象物の画像と認識してしまうような誤認識の発生は減る。
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